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■ 研究論文

公共財としての芸術文化の可能性
―イギ リス芸術支援システムの検討

金 武 創

はじめに

ゆ とりや余暇 を重視す る傾向が我が国で も

年々強 まり,地 方 自治体が余暇行政に取 り組む

時代になってきた.全 国各地で美術館や博物館,

音楽ホール等の整備が各自治体により推進 され

ていることに加えて,専 門職員の トレーニング

が国 ・県 レベルで行われるようになった.ま た,

地域文化の実践 という意味でいえば,我 が国独

特の地区公民館を中心とした生涯学習活動 は高

く評価で きよう.

こうした現状か ら考えてみると,わ が国にお

いては,民 間市場での取引以外に芸術・・文化分

野の財 ・サービスが公共体から供給 されている

のは自明のことである.し か し,こ うした文化

行政の大半が 「ハコモノだけ」のハー ド整備中

心ではないかとい う批判はよく聞かれる1).

こうした批判が生 じる背景には 「施設こそが

インフラス トラクチャーである」という固定的

な考えもさることながら,公 共体 と芸術文化 と

の係わ りの不明瞭さを指摘で きる.王 家や貴族,

大富豪に成 り代わって,巨 大なパ トロンとなり

得るのは公共体 しかないという意見にも一理あ

るが,そ こに個人の自由な余暇選択あるいは芸

術家の自由な創造活動が保障されているのか,

私的便益 とも考えられる芸術文化に関する財

サービスが公的に供給されていることは本当に

望ましい姿なのであろうか2}.

こうした問題意識から,本 論ではイギ リスの

芸術振興 システムを手がか りに,芸 術 ・文化活

動に関する公共財の供給をどのように考えたら

よいのかを以下の順序で検討するものである.

まず第一に,マ スグレイヴとボーモルによる

議論を中心 として,価 値財 としての芸術文化供

給システムについて検討 を行 う,こ こでは,芸

術文化を創造する芸術家,そ れ らを享受する立

場にある地域住民,公 共財供給の担い手 として

の政府という三者の相互関係に注 目する.そ し

て,芸 術文化 に関する政府の役割を 「文化イン

フラス トラクチ ヤー」の概念で整理 した上で,

そこに潜むい くつかの問題点を導 き出す ことを

試み る.

次に,戦 後の労働党政権による福祉国家シス

テムの構築及びサッチャー政権によるその解体

といった歴史的背景をふ まえながら,イ ギ リス

における芸術支援制度の発展 と 「効率性」を重

視する1980年 代の一連の改革 といった経緯 に注

目しつつ,イ ギ リス芸術支援施策の変遷を検討

する.そ して,芸 術文化に関するイギ リス政府

の価値欲求がどのように変容 しつつあるのかを

論ずる.

さらに,地 域経済が崩壊寸前という状況下で,

地域社会における芸術支援のあり方を模索 し続

ける北部イングランド地方の取 り組みをとりあ

げることで,社 会財としての芸術文化の可能性

について考える.

最後に,こ のようなイギリスにおける国と地

方の取 り組みをふ まえながら,今 後の公共財と

しての芸術文化のあ り方に言及する ものであ

る.

1,公 共財 と しての芸術文化

1-1公 共 財 と政 府 の 役 割3)

公共財 とは個人がそれを購入する欲求を持つ

か否かに関せず(非 排除性),そ の便益が社会

全体に分割で きないで行 きわたる(集 合性)と

ころの財貨と定義 される.そ れに対 して,民 間

一54-―



公共財 としての芸術文化の可能性

財は他者に対 して外部的な便益 または費用をも

たらすことなく,分 割 されて異なる複数個人に

別々に提供 される財貨といえる。

しかし,実 際にはある財が もたらす利益が個

人的利益と社会的利益を共に もたらす場合が非

常に多く,政 府から供給 される大半の財が民間

からの供給 も可能であるという意味で,そ れ ら

は準公共財 といわれる,(例 えば排除性はあっ

て も競合性がないクラブ財,市 場による供給よ

りもなん らかの価値判断が働 くことで財の供給

・に公共体が関わる価値財などは この範躊であ

る)

アダム ・ス ミスの 『国富論』では,政 府の機

能 として,1)国 防,2)司 法 ・警察,3)個 人

ではなし得ぬようなある種の公共事業や公共施

設の提供があげられており,政 府の役割 は市場

によって不十分にしか供給 されない財 ・サー ビ

スの供給 にすぎなかった(い わゆる 「夜警国家」

論).

しか し,市 場経済が発達するとともに,単 に

国民の生命や財産を守るだけではな く,人 々の

福祉のための政府の責任 という新 しい概念が生

まれて きた.こ れは個人主義的な自助努力をモ

ットー とした市場経済の もたらす弊害(い わゆ

る市場の失敗)の 除去であり,政 府が社会的弱

者を保護 し,彼 らの最低生活水準を保障す るこ

とを指す,こ のような社会は 「福祉国家」 と呼

ばれてお り,イ ギ リスでは 「ゆ りかごから墓場

まで」といわれる様々な社会保障制度をいち早

く整備 し,全 ての国民がこの制度の恩恵を受け

られることを目指 した.

しかし,こ うした福祉国家の成立は広範な社

会保障制度を確立した一方で,そ れにかかる諸

費用は莫大なもの となり,国 民負担の増加や財

政収支の悪化を招 く結果 となった(い わゆる政

府の失敗).そ して1980年 代に入ると,こ のよ

うな弊害を是正す るためにアメ リカの レーガン

大統領やイギ リスのサッチャー首相の もとで,

財政規模の適正化や均衡財政の実現をめざすよ

うになった4}.

しか しながら,準 公共財につ いては公私両部

門がどのように役割分担すればよいという明確

な原則はない.そ の場合,公 共体と民問企業 ・

個人が様々な形でその供給を担 うのである.つ

まり,社 会保障を進め,で きるだけ準公共財 を

政府 自体か ら供給 しようとする 「大 きな政府」

の考 え方 と規制緩和や国営企業の民営化を進

め,で きるだけ政府 による準公共財の供給を減

らそうとする 「小さな政府」の考 え方 との間で,

各国政府は常にバランスを求めて常に模索 して

いる.こ のような政府規模 とそのあ り方 に関す

る議論 は極めて今 日的な財政課題 といって よ

い.

1-2公 共財供給の意志決定過程とインフラス ト

ラクチャー

公共的な性格を持った財やサービスは公共体

か ら供給され,我 々の 日常生活を支えている.

次に,こ うした公共財,あ るいは準公共財が ど

のような意志決定過程 を経て供給されているの

か検討 してみたい.特 に,あ る財 ・サービスが

自由市場で交換され るものの,純 粋な私有財で

はな く,何 らかの意味で公的な必要性が認め ら

れると決定される場合,考 えられ得る二つのア

プローチ にここでは注目したい.

まず第一の考 え方は,多 くの個人による選好

を納税者のニーズ として政府が正確 に把握 し,

これに見合った財 ・サー ビスを供給するもので

ある.こ れは民主主義的な手続 きを利用 し,消

費者主権を尊重するという意味で公共選択的な

アプローチといえる.し かし,こ の場合,個 人

は自らの選好 をどのように顕示で きるのか,そ

れ らの選好をどのように集計 したらよいのかと

いった問題が残される.

これに対 して,社 会が負担する費用と社会が

受け取る便益 を専門家が想定し,そ の結果から

得られる社会全体の共通利益 を実現するために

財 ・サー ビスを供給するという考 え方がある.

この場合,社 会的費用 と社会的便益を測定する

もの さし・科学的基準が重要な役割を果たす.

その上で,こ うした科学的な評価と地域社会に

根差した価値基準,例 えば,習 慣,慣 習,伝 統

一55一



財政学研究 第19号

文化を総合的に判断して,財 ・サービスの公共

性が認定され ることとなる.

例えば,こ うした基準によって社会的評価が

マイナス となれば,住 民の選好を阻害 してで も,

財 ・サービスの供給は阻止 または限定 されるだ

ろう.ま た,逆 に社会的便益が大きいと判断さ

れれば,時 には住民の選好 を無視 して も 「公的」

と判断された財 ・サー ビスが供給されることも

ありうる.こ うした考 え方を社会的評価アプロ

ーチとい う。しか し,こ の場合 は専門家の果た

す役割が大 きく,時 には独善的な判断が くだ さ

れる危険性が残る.

しか し,と もに長所 と短所 を合わせ持つ二つ

の意志決定過程の問で,実 際の公共財供給にあ

たっては,常 に二者択一が行なわれているわけ

ではない.む しろ,住 民の選婿をもとにした公

共的意志決定と専門家 による社会的評価との間

で相互にインタラクティブな関係が構築された

際,は じめて公共財が適正に供給され るという

べきなのかもしれない.

加えて,公 共財 とは単なるモノやサービスに

留まるものではない.そ れらを供給す るシステ

ム自体 もまた公共的な性格を持ってお り,あ る

意味では,こ のシステム自体がインフラス トラ

クチャー といえる.

一般 に
,イ ンフラス トラクチャーといえば,

道路 ・港湾 ・上下水道 といった生産工程 に間接

的に係わる施設である 「社会的生産基盤」と教

育 ・医療施設,福 祉施設 といった人々が生活す

るのに必要な生活環境施設である 「社会的生活

基盤」を合わせた総称であ り,生 産活動 と消費

活動の共通基盤 となる大規模な 「施設」 と考 え

られてきた.し かし,単 なる大規模施設(ハ ー

ド)だ けで公共財を供給す ることは実際上困難

であ り,法 ・規制や情報通信,貨 幣金融制度 と

いった総合的な管理システム(ソ フ ト)は 不可

欠である,こ うした視点でいえば,イ ンフラス

トラクチャー とは,こ うしたシステムと関連づ

けられた施設の諸機能全般を指す ものと位置付

けられる.

それでは次に,公 的欲求の観点に注 目したマ

スグ レイヴの理論から,

を検討 してみよう.

こうした公共財の性格

1-3芸 術文化が公共財と して供給される根拠の

検討

マスグレイヴは,公 的欲求の二つの型 として

社会的欲求と価値欲求を定義 している.と もに

公共予算 を通 じて提供 される点で公的欲求であ

るが,そ れぞれ適用される原則が異なっている.

社会的欲求は全ての人々が等量消費の対象とす

べ きサービスによって充足 され,消 費者の有効

需要に応 じて資源が配分 される.

一方
,価 値欲求では,市 場を通じて提供され

私的購入者によって支払われる部分 に加えて,

その充足が公共予算によって与えられるほど価

値があるものと考えられる場合をいう.し たが

って,社 会的欲求はで きるだけ個人の嗜好 と有

効需要 を密接 に結び付 けようとす るのに対 し

て,価 値欲求の場合は,あ る特定の人々が他の

人 々の欲求形式に干渉 を加 える.こ のように,

価値欲求 に基づいて公共体から供給される財は

価値財 と定義される一方,社 会的欲求によって

供給 される公共財を社会財 という5〕.公的欲求

の側面か ら,芸 術文化 について考 えてみた場合,

その一部については民間財として市場で交換 さ

れているが,公 共予算か らの補助金で成 り立っ

ている部分が存在 してお り,一 般的には価値財

といえるのではないだろうか.

こうした考 え方をさらに発展させたともいえ

るボーモルとボーエンは 『舞台芸術― 芸術 と

経済のジ レンマ』において,芸 術文化への公的

支援の根拠を示 している.

芸術文化事業とは本来手仕事であり,他 の産

業のような技術革新による効率性の向上は期待

できず,し たがって 自由市場だけに任せておけ

ば,社 会か ら駆逐されて しまう.し かし,自 由

競争社会では競争に生 き残れない事業は消滅 し

て もいいのか といえぱ,そ うとは言い切れない

面 もある.そ こで,(1)機 会の不平等がある

場合,(2)未 成年者が芸術文化に触れる機会

を提供する場含,(3)公 共財,あ るいは混合
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財 として芸術文化事業が人々の共通の欲求に応

えようとする場合 を想定 し,こ れらの場合は事

業資金の一部を政府や自治体が負担してもよい

と指摘 している6,.こ れ らはいずれも 「のぞ ま

しい」価値欲求の基準であ り,こ うした条件が

そろえぱ価値財 として芸術文化事業が展開され

ることを主張している.

1-4芸 術文化を供給するシステムの検討

それでは,こ のような 「価値財としての芸術

文化」は実際にどのようなシステムで供給され

るのであろうか.芸 術文化分野における政府機

能をインフラス トラクチャーの概念を参考にし

ながら分類すると次のようになる7}.

A)憲 法 システム

契約を通 じて水平的正義 と垂直的正義を実現

し得る成文法,憲 法に基づ く法システム,租 税

システムを指す.例 えば,a)許 認可,免 許制

度 ・有料イベ ン ト開催の届出,公 的施設の利用

許可,メ ディアに関する許認可,書 店や図書館

の 自己規制,職 業 的 な芸術 家 と して の免 許

(例:ア メ リカの俳優組合)な ど,b)租 税シ

ステム=芸 術家に対する課税,個 人所得税の増

加による芸術分野の消費減少,娯 楽税など,c)

検閲=わ いせつな表現等の制限

(B)情 報システム

科学と文化を基礎にコミュニケーションと意

志決定のためめ知的資産を作 り出す情報ス トッ

ク開発システムを指す.例 えば,美 術館,学 校

などの施設を利用したワークショップ,展 覧会

などの情報発信活動.

(C)貨 幣 ・金融システム

マネーを供給 し管理する貨幣制度.貨 幣の支

払いを仲介 し信用制度を活用する貨幣 ・金融シ

ステム.例 えば,地 域の芸術市場を活性化 させ

る目的で,地 元芸術家の作品購入時に購入資金

を低利率で貸 し付 けるartpurchasesystem.芸

術系の教育機関への奨学金制度など.

(D)経 済システム

財とサービスの流通を担う交通 ・通信 ・エネ

ルギー供給を担 う経済開発システム.例 えば,

芸術活動への様々な補助金給付 は結果的に芸術

価格を安価にし,需 要を喚起す る.ま た,文 化

施設を加えた複合的な都市再開発は都市イメー

ジを改善 し,民 聞投資を導 く.さ らに,文 化 ・

芸術活動の存在 自体が地域経済活性化のインセ

ンティブ となるS}.

(E)社 会 システム

人間の健康 ・教育 ・福祉の発展を担う社会開

発システム。例 えば,青 少年や社会的弱者 とい

った普段芸術 とは無縁の人々の潜在的な創造力

をひきだし,芸 術の享受能力を育成する芸術分

野の教育 ・訓練システム.

以下,こ のようなシステムを統合 し,芸 術文

化に関連する公共財を供給するインフラス トラ

クチャーを 「文化インフラス トラクチャー」 と

定義した上で,そ の構造 について次項で検討 し

てみたい.

1-5文 化インフラス トラクチャーの構成要素 と

その構造の検討

文化インフラス トラクチャーは住民,政 府,

芸術家(芸 術団体を含む)と いう3要 素か ら構

成されると考えられ る.ま ず第一に,各 要素が

どのような期待(達 成すべ き政策目標)を 抱 え

なが ら,芸 術振興と係わっているのか整理 して

みたい.

芸術文化に対 して,住 民は自己実現の達成や

心の豊か さを満たすことを求めている.い いか

えれば,QualityofLifeの 追求が住民 の達成 目

標 といえる.

一 方
,芸 術 家 が 芸 術 振 興 に期 待 す る こ とは 自

らの 創 造 力 を よ り向 上 さ せ る社 会 環 境 づ く りで

あ る.し た が っ て,芸 術 家 はQualityofArtの

向上 を望 む.

最 後 に,政 府 は 住 民 一一人 一 人 のQualityof

Lifeの 充 実 に 努 め る(=Welfare)一 方 で,

QualltyofArtの 充 実 は国 家 繁 栄 の シ ンボ ル(・

Glory)と 位 置 づ け て い る.し た が っ て,

WelfareとGloryの 両 者 を 奨 励 す る こ と 自体 が 政
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府の達成 目標といえる.

次に,こ のような政策への期待を持った各要

素から構成されている文化インフラス トラクチ

ャーにおいて,各 構成要素の相互関係は一体ど

うなって1、・るのか といった側面か ら,文 化イン

フラス トラクチャーの構造について考 えてみた

い.

まず,住 民 と政府は憲法システムと社会シス

テムで結ばれている.憲 法システムでは,政 府

は住民 に法 を遵守させ,租 税をかける.一 方,

住民は政府に議会を通 してコントロールを行 う

(間接民主主義)が 納税義務 も生 じる.ま た,

社会システムでは,住 民が生 きがいを達成する

ことを支援 し,「新社会権」の保障を行う'}.つ

まり,QualityofLifeと いう観点か らいえぱ,

社会システムは住民が芸術を享受,鑑 賞,実 践

する機会を支援するものである.

次に,芸 術家と政府 との関係においては,憲

法システムと経済システムが存在する.こ の場

合の憲法システムは,芸 術的表現を規制する検

閲や芸術活動 に対する租税,芸 術活動への免許

制度があげられる.ま た,経 済システムとして

は芸術家 ・団体への補助金給付があげられる.

最 後 に 芸 術 家 と住 民 との 間 で は 市 場 が 存 在 す

る.し か し,二 種 類 の市 場 が 存 在 す る こ と に留

意 す る 必 要 が あ る.第 一 は 住 民 が 求 め る需 要 量

と芸 術 家 に よ る供 給 量 のバ ラ ン ス か ら交 換 が 生

じ る 「商 業 的 芸 術 」 市 場(thecommercialarts

market)で あ る.そ し て,も う一 つ は 価 値 財 と

政 府 に 認 め ら れ,補 助 金 に よっ て 安 価 に な っ た

芸 術 が 交 換 さ れ る 「補 助 金 を 受 け た 芸 術 」 市 場

(thesubsidisedartsmarket)で あ る―o〕.

1―6価値財としての芸術文化が抱える課題

しか し,文 化インフラス トラクチャーにはい

くつかの問題点が内在 しているものと考えられ

る.そ れ らについて順次検討してみよう.

まず第一 に,本 論では一貫 して芸術文化には

なにが しかの社会的便益があるという前提で議

論を進めているが,一 方で私的便益 しか生 じて

いないので はないか とい う見解がよ く聞かれ

る.前 述したマスグ レイヴも 「芸術に対する公

的補助は大衆全体を対象 とするが,社 会階層に

よる選好の違いから,比 較的所得が高い階層 に

便益が集まる可能性が高いかもしれない」 と指

摘 しているtl).

第二に,政 府による芸術支援は消費者主権 に

よる財 ・サービスの交換を侵害する危険性が考

えられる.公 的補助を受けた安価な芸術の存在

は資源の効率的配分を妨げる可能性がある.芸

術に対する補助金給付の利点は自由な市場取引

では得 られないような希少な財を安価で供給す

る点である.し か し一方で,可 処分所得の うち

で補助金分だけが目減 りするのであるから,個

人の自由裁量権が損なわれるマイナス面 も十分

考 えられ る.こ の場合,多 くの個人 が欲す る

財 ・サービス(す なわち商業的芸術)が 相対的

に高価 となるばか りでな く,少 数者のみが欲す

る財 ・サービス(こ の場合,補 助金を受けた芸

術)ば かりが市場 に氾濫する結果を招 くかもし

れないn).

第三に,特 に芸術分野では留意しなければな

らないことであるが,政 府によるいきす ぎた価

値財供給はともす ると民主主義システムを脅か

す ような全体主義に結び付 く危険性を内在 させ

ている点である.例 えば,自 由な表現活動が規

制され,過 度 な検閲が行われた苦い歴史を私達

は体験 して いる.ま た 「わいせつな表現」 と

「芸術的な表現」の区別を政府が決定す ること

自体 を過度な検閲 と指摘する声もある13).さ ら

に同種の批判 として,国 による芸術分野の教育

カ リキュラム自体が政府からの嗜好の押 し付け

ではないか という指摘 もある,前 述 した 「補助

金を受けている芸術分野」については,政 府が

価値があると考 えている以上,国 の教育 ・訓練

システムに組み込み,積 極的に将来の消費者を

育成するだろう.し かし,仮 に非常に優れた創

造活動であっても補助金を受けていない,・すな

わち政府からは積極的に評価 されていない芸術

については,国 の教育 ・訓練システムにも組み

込 まれることなく,そ の存在を無視されて しま

う.と すれば,政 府による価値欲求 とはだれが
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ど の よ う に規 定 して い る の で あ ろ うか14}.

第四に,経 済のサービス化や成熟化が進むな

かで 「産業 としての芸術」をどのように 「価値

財 としての芸術供給」に位置付ければよいのか

という課題がある.例 えば,欧 米の大都市では

中心市街地を復興させ,経 済活動 を再活性化さ

せるために文化 ・芸術活動を巻 き込んだ複合用

途開発が推進 されている.こ のような開発は都

市の持つマイナスイメージを改善 し,観 光客の

増加によるサービス産業の成長や企業立地を促

進することで,結 果的に都市の税収基盤を強化

し,新 規雇用を創出する.ま た,公 有地の売却

ない しは賃貸か らの収入や低利用地の再活性化

といった経済効果 も地域社会にもたらす ことが

予想で きる15),しか し,芸 術文化活動を地域経

済へのインセンティブとして位置付 けた場合,

経済的な波及効果は十分認められるものの,そ

れは芸術文化が市場メカニズムに完全 に依存す

ることを意味する.こ れでは,経 済効果が十分

期待で きない分野 ・自由競争に生き残れない芸

術分野は消滅 して もよいこととな り,少 な くと

も価値財の範疇で公共財としての芸術文化を論

ずることはで きな くなるであろう.

このように,文 化インフラス トラクチャーに

おいては,納 税者主権 と相反 し,適 正な公共財

供給が困難になる危険性が常に存在するが,こ

の矛盾を解決する二つの条件を最後に考 えてみ

る.第 一の条件は地域社会における 「創造性」

の重要性 を納税者 自身が認知することである.

それは芸術家の創造性を一種の 「地域資源」と

みなし,そ れ らを行使する機会を地域社会の構

成員である納税者 自身が保障することを意味す

る.す なわち,住 民が芸術家の創造性を試すチ

ャンスを確保 し,結 果如何に係わらず,そ れら

を許容す ることといえる.こ のような芸術家の

実験(try&error)の 権利を地域住民が十分認

知していれば,行 政や政府 も芸術家の実験を一

つの地域資産と認め,総 合的な観点から芸術振

興を推進することとなろう.そ の時はじめて,

芸術文化振興が地域社会の繁栄 に結び付 くと考

えられる.

次に,文 化インフラス トラクチヤーに多種の

財源及び多様な価値基準を持つ意志決定システ

ムが内在される必要がある.こ れは文化インフ

ラス トラクチャーの意志決定過程において,財

源分配 の価値判断を単一の団体(例 えば政府)

が行 うことを防 ぐもので ある.中 央政府 と地方

自治体,財 団等の各非営利団体,さ らには企業

といった具合に芸術支援の財源が複数化するこ

とはそれぞれが独 自の基準で芸術支援を行 うこ

とに通 じる.し たがって,こ のような財源の複

数化は支援対象の多様化 を保 障す るものであ

り,結 果的に特定芸術分野への支援の偏在を避

け得ることに結び付 くだろう.

これら二点は 「芸術家の創造性」 と 「多数の

納税者の多様な価値観」を文化インフラス トラ

クチャー において結び付ける前提条件であ る.

こうしたことから考えると,文 化インフラス ト

ラクチャー内に価値の多様性が保障されること

こそが 「首長の独善」16}を未然に防ぎ,「芸術

家の創造性」と 「多数の納税者による多様な価

値観」を結び付ける最大の課題 といってよいの

ではないだろうか.

II.イ ギ リスにおける芸術振興 とその転

換

2-1福 祉 国 家 とサ ッチ ャ リズ ム17)

第2次 世界大戦後,イ ギ リスはケインズ主義

的な財政政策及び需要管理政策を展開す る中

で,公 的扶助の充実と経済の計画化による完全

雇用の実現を目指 してきた.特 に 「ゆりかごか

ら墓場まで」と称賛された高いレベルでの福祉

制度の確立は基幹産業の国有化や労働組合との

協調 とともに優先課題の一つであった.

こ の 時 期 の イ ギ リス の 政 策 目標 を 端 的 に い え

ば 「福 祉 国家 」 の 実 現 で あ る.こ の よ う な考 え

は1918年 に お け る 労 働 党 の 綱 領(Laborandthe

NewSocialOrder,1918)及 び 第2次 世 界 大 戦 時

の ビバ レ ッジ 計 画(SocialInsuranceandAllied

Services,1942)な ど に よっ て 代 表 さ れ る も ので

あ る.そ して,こ れ は サ ッ チ ャ ー 政 権 以 前 の戦
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後 イ ギ リス 歴 代 政 府 に お け る共 通 の 政 策 目標 と

い え る.こ の よ うな 保 守 党 か 労 働 党 を 問 わ な い

政 策 協 調 のス タ イ ル は 「コ ンセ ンサ ス ・ポ リテ

ィ ック ス(consensuspolitics)―,あ る い は 「バ

ッケ リズ ム(Butskel】ism)」 と呼 ば れ て い る.

戦後から1950年 代にかけては,古 い資本主義

経済の課題であった不況や独占の弊害,所 得の

不平等が徐 々に解消 され る一方で,失 業率 も

1010台が維持され,物 価 も安定的であ り,福 祉

国家制度がほぼ整備 されつつあった時期 といえ

る.

しか し,そ れ以降については,経 済成長 と国

際収支のバ ランスを重視する経済政策で ある

「ス トップ ・ゴー政策」が とられた結果,企 業

の投資意欲が減退 し,生 産性の上昇が見込めず,

産業構造の転換 も間々ならな くなった.長 期的

にみれば,イ ギ リスはこの時点から国際的な経

済競争力を徐々に失っていったのである.

さらに,1960年 代後半か らは,イ ギ リス経済

は1)ス タグフレー ションによる物価の上昇,

2)失 業者の増大,3)国 際収支の悪化 といった

トリレンマに陥 り,先 進諸国間で最 も深刻な経

済状況であった.同 時に,こ のような経済状態

の悪化は福祉国家のつけとしての財政赤字 を生

み出すこととなった.そ して,経 済的な活力を

失ったイギ リスの姿は先進諸国の行 く末を危ぶ

む悲観的な将来像 として 「イギ リス病」 と呼ば

れた.こ の結果,1970年 代後半には世界経済全

体が次第に立ち直 りつつあった一方で,イ ギリ

スについては,前 述 した トリレンマか らの脱出

は容易ではな く,福 祉国家体制の見直 しが避け

られな くなってきたのである.

1979年 に登場したサ ッチャー政権はこれまで

継承 されてきた 「福祉国家 と完全雇用の実現」

政策放棄 を図った.具 体的には,D規 制撤

廃 一物価 ・賃金,配 当,信 用及び外国為替相場

に対する管理の廃止,ケ イ ンズ主義的な完全雇

用のための介入を否認,2)マ ネタ リズムによ

る金融政策,3)公 共支出の削減 一減税 と歳出

削減,税 制改革,4)民 営化 一補助金整理,国

営企業の民営化,公 営住宅の払 い下 げ,5)地

方行政改革,6)労 使関係の改革を次々と断行

していった.

基本的には,サ ッチャリズム とは効率 と利潤

を追及 し,政 府の役割をできるだけ小さく考え

るサ ッチャー政権の政治的信条 といえる.1980

年代において,こ うした政策は実行 されていっ

たものの,多 方面からの抵抗を受けた結果,十

分な成果を得 るにはいた らなかった.こ れらの

具体的な政策 に対す る評価は現時点で も分かれ

ているが,「 大 きな政府=公 共支出の増大」 を

前提 とす る福祉国家へ の決別 という意味で は,

1980年 代のサ ッチャリズムの登場は戦後イギ リ

スのターニング ・ポイントであった と評価で き

る.

次項では,こ のような政策全体の方針転換が

1980年 代以降の芸術振興 にどのように影響を及

ぼしたのか,あ るいは及ぼさなかったのか考え

てみたい.「 市場 の失敗」による資源の最適配

分の不平等と 「政府の失敗」による政府の肥大

化 というジレンマのなかで,1980年 代以降のイ

ギリス芸術振興はどのように変容 していったの

であろうか.

2-2イ ギ リスにおける芸術振興制度の整備

2-2―1歴史的経緯

工業化が進み,生 活が豊かになった19世 紀後

半のイギ リスでは,よ り多 くの人 々が自由時間

を確保できるようにな り,余 暇を楽 しむように

なってきた.そ こで,こ うした自由時間を過ご

す手段 として,そ の自由裁量の範囲内で地方自

治体は暴力や犯罪につながる飲酒,賭 博 といっ

た 「有害なエンターテイメント」を非価値財と

して制限す る一方で,い わゆる 「害のないエン

ターテイメン ト」 といえる芸術文化を価値財 と

して奨励したig).

イギリスにおける芸術文化関連の価値財供給

といえば, .図書館整備 と博物館 ・美術館の整備

がその最初の取 り組みである.し たがって,図

書館や博物館 ・美術館が整備 された過程 をふ ま

えた上で,イ ギ リスにおける芸術振興が推進 さ

れた経緯につ いて検討する必要がある.
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はじめてイギ リス政府が芸術文化 と係わりを

持ったのは,1753年 の大英博物館及び大英図書

館の整備である.そ の後,ナ ショナル ・ギャラ

リー(1824年),テ ー ト ・ギャラ リー(1890年)

と国営の美術館が整備 された.い ずれ も貴族や

豪商の非常に高額な個人コレクションを買い取

ったもので,政 府はこれらを収蔵するための施

設を整備 した.イ ギ リスに限 らず,欧 米の美術

館発展史には,王 侯貴族や大富豪が搾取 して き

た莫大なコレクシ ョンを人民に開放するという

革命時代の啓蒙主義思想,及 び為政者が身内で

芸術家を養成 し,社 会にその芸術を活用 させて

成果を還元 しなければその権力の有効性が疑わ

れるという中世の宮廷趣味が背景にあるものと

思われるtg}.

法 律 面 で み る と,「 人 ロ ー 万 人 以 上 の 地 区 に

は科 学 と芸 術 に 関 す る博 物 館 を設 立 す る」 こ と

を定 め た博 物 館 法[TheMuseumAct]が1845年

に制 定 され た の が は じ ま りで あ る.そ の後,同

様 の 趣 旨 で あ る 公 立 図 書 館 法[ThePublic

LibraryAct]も 制 定 さ れ,こ れ ら に よ っ て 全 国

各 地 で 博 物 館 ・美 術 館 や 図 書 館 が 整 備 さ れ る き

っ か け と な っ た20).

その一方で,豊 かな工業地帯においては,地

方自治体がコンサー トホールやアー トギャラリ

ー ,博 物館,図 書館などを整備した.同 時にこ

うした施設を担うべ く劇団や交響楽団といった

地元に根付いた芸術集団が結成された.も ちろ

ん,こ の背景には観客,つ まり,物 質的に豊か

であり,、自由時間を確保 している地域住民の存

在を忘れてはならない.ま た,海 岸線の リゾー

ト地や温泉保用地などのいわゆる観光地が形成

されたのもこの時期にあたる.こ れ らの各地方

自治体は訪れる観光客 を楽 しませるためにいず

れもエンターテイメン トを必要 とし,結 果的に

は,工 業都市 と同様,様 々な余暇施設や実演団

体が地元自治体によって整備 ・運営された.加

えて,地 元住民や観光客に飽 きられないように

するために,各 都市 ・地域はエ ンターテイメン

トを相互に供給 し合 うシステムを構築 した.こ

れが今日の交響楽団による地方公演や美術館の

収蔵作品による巡回展の起源である.

こ う して,19世 紀 末 か ら20世 紀 に か けて,各

地 方 自 治 体 で 芸 術 振 興 が 推 進 され た が,中 央 政

府 に よ る実 演 芸 術 の 振 興 はCEMA[Councilfor

theEncouragementofMusicandtheArts]が そ の

起 源 で あ る.ア メ リカ の ピル グ リ ン財 団 と イ ギ

リス 政 府 に よ り設 立 され た この 組 織 は 戦 時 下 に

お け る 国 民 の娯 楽 を確 保 す る こ と を 目的 と した

非 営 利 機 関 で あ っ た.そ して,戦 後 この 組 織 を

引 き 継 ぐ 形 で イ ギ リ ス 芸 術 評 議 会[Arts

CouncilofGreatBritain]が 設 立 され た2D.

設立に尽力 したケインズは芸術評議会の活動

目的として 「芸術活動の脱中央集権化,地 方へ

の拡散」および 「ロン ドンを芸術の都 とするこ

と」の二点を強調 している.そ の後,1960年 代

の労働党政権下において,イ ギ リス芸術評議会

はその助成範囲を拡大 し,1967年 には改訂ロー

ヤル ・チャーターに基づ く特殊法人とな り,以

下のような活動目的を掲げるに至った21].

(a)芸 術に関す る知識,理 解,及 び実践の普

及 と改善

(b)イ ギ リス国民の芸術へのアクセスビリテ

イの増加

(c)政 府機関,地 方 自治体,そ の他の団体へ

の助言と協力

それでは,こ の芸術評議会はどのように運営

されているのであろうか,次 項ではこの点を中

心に検討 したい.

2-2-2芸 術 評 議 会 とarm's[ength

イ ギ リス の 芸 術 振 興 制 度 は 政 府 が 直 接 係 わ っ

て い な い 点 に 特 徴 が あ り,非 営 利 組 織 で あ る イ

ギ リス 芸 術 評 議 会(TheArtsCouncilofGreat

Britain)が 実 際 の 助 成 活 動 を推 進 して い る.

a㎜'slengthprinciple(自 立 と支 援 の 原 則)と

は イ ギ リス に お け る 有 名 な 芸 術 支 援 原 則 で あ

る.こ の よ う な 芸 術 評 議 会 を仲 立 ち と した 政 府

と芸 術 家 との 関 係 は(1)政 府 機 関 か らの 独 立

に 加 えて,(2)政 府 に よ る 不 当 な検 閲 の 禁 止,
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(3)議 会(選 挙で選ばれた議員)か らの独立

を保障す るものである詑}。政府が直接 的に芸術

を奨励すると,芸 術の自由を奪 う危険性がある

ため,こ の原則の下では,政 府は直接芸術家 と

係 わらない.政 府の役割は芸術評議会に財政的

な援助を行 う点に限定される.そ して,芸 術振

興に関す る権限や各団体への予算配分はこのイ

ギリス芸術評議会が独自に行 うものである.

このようなシステムによって,評 価における

専門性が保障され ると同時に,資 金配分におけ

る自主性が尊重されることとなった.ま た,芸

術文化に対する公的支援の増大と芸術創造活動

の自由を同時に保障できるこの仕組みはイギ リ

スだけでなく英連邦諸国で採用され,イ ギ リス

型の芸術支援 システムと呼ばれている.

2-2-3予 算 規 模 と予 算 決 定 過 程23)

1991/92年 の年報によれば,芸 術評議会全体

の予算規模は約2億500万 ポ ンド(約328億 円)

であ り,そ の大半が政府からの配分である.そ

して,こ れらの予算はイングラン ド各地の10の

地域芸術委員会と各地で活動す る芸術家 ・芸術

団体 に配分 されている.し か し,予 算全体の

1/5がロン ドンを本拠 とするナシ ョナル ・カン

パニー(国 営芸術団体)に 配分され,さ らに芸

術評議会か ら直接助成を受 ける芸術団体 もロン

ドンに多いことから,ロ ンドンへの助成金集中

の傾向がわかる.こ のことはロン ドンとそれ以

外の地方との間で一人当たりの予算配分にかな

りの格差があることからも理解できる.

ま た 分 野 別 に み る と,多 様 な 表 現 形 態 が あ る

に もか か わ らず,音 楽 が3401・,演 劇 が2801・,ダ

ン ス が14el,と 三 分 野 で 予 算 の 大 半 を 占 め て い

る.こ の 傾 向 は毎 年 ほ ぼ 変 わ ら な い こ と か ら,

固 定 さ れ た 予 算 配 分 と して 問 題 視 され て い る.

εum'sIengthにもとつ いて,予 算決定過程は非

常に複雑なものとなっている.ま ず第一に,芸

術評議会から政府に対 して,政 策に関す る具体

的なア ドバイスが寄せ られる.次 に政府はこの

助言をもとに政策を立案し,財 源を芸術評議会

に支給する.そ して,芸 術評議会はその政策を

実行 し,財 源を各団体へ分配 し,予 算を管理す

ることとなる.

しか しながら,本 来,単 年度で政策の可否を

検討 しづ らい芸術振興が毎年の予算編成時に査

定を行わなければならない点がこれまでは最大

の課題といわれていた.つ まり,次 年度の政府

全体の予算規模が決定 した後でなければ,芸 術

評議会の予算が決定 されない.し たがって,各

団体は受け取る補助金額 も前年度には把握で き

ず,次 年度の活動規模が決定で きないことにな

る.結 果的に,こ のような予算過程では芸術評

議会が政策を助言す る時間が政府の予算決定か

ら予算執行期限まで と極めて限定 されて しまう

こととなる.加 えて,政 府予算規模の変動に応

じて芸術予算の規模 も無原則に変動 して しまう

可能性がある.

こうした問題点を解消するために,1989年 か

ら芸術分野に限って長期予算が認められるよう

にな り,年 間3010の インフレ率を考慮 した3か

年分の予算が保障されることとな り,永 年の懸

案は解決 した.し か し,イ ンフレが301・以上で

あった年度については予算が 目減 りしてしまう

という新たなジレンマが生 じている.

2・3イ ギ リス芸術支援システムの改革とサッチ

ャリズムの影響

イギ リス経済の再活性化と公的支出の削減を

目指 したサ ッチャリズムがイギリスの芸術振興

システムの改革に対して明確な影響を与えた点

について,そ の内容を以下検討 したい.

その前に,サ ッチャー 自身の芸術振興に対す

る考 えを彼女の回顧録から抜き出してみよう.

芸術振興に関 しては 「(芸術的才能は)計 画で

きるものでなく,予 測不能であ り,極 度に個人

的である.国 家がそれを厳格 に管理 し,助 成を

行い,所 有 し,決 定することは,才 能 をしぼま

せることになる」と国家が芸術支援を行うこと

には懐疑的な見解を述べている.し か し,続 け

て 「私がダウニング街にいた間に,中 央政府の

芸術への出費が大いに増加 したことを決 して後

悔 したことがない」とも述べている.
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結局,彼 女自身は 「民間部門が もっと資金を

調達 し,ビ ジネスの機敏さと効率性を文化機関

の運営に持ち込んでほしいと願っていた」と自

らの願望を述べてお り,芸 術振興へのサ ッチャ

リズムの影響は十分予想で きる24}.そ れでは,

その改革の経緯を順次追ってみたい.

2-3-1「 庭園の栄光」一効率化による地方芸術

レベルの向上一

1984年,イ ギ リス芸術評議会ははじめて これ

までの政策方針を見直し,こ れを 「庭園の栄光」

という報告書にまとめた.

この報告書では,そ の序章で 「我々は芸術に

関 しては二つの国民 に分かれて生活 している.

ロン ドンに住む人々とそれ以外の地方 に住む

人々に」鮒 と述べ,芸 術評議会の予算が首都ロ

ン ドンに多く投資 され,芸 術の中央集権化が進

められた点を問題視 している.そ して,今 後の

政策の柱 として,以 下の4つ を挙げている.

(1)地 方で供給される芸術水準 をロンドンの

レベルまで向上させる

(2)ロ ン ドン以外の大都市への助成 を重視す

ること

(3)芸 術予算の歴史的な形態問の不均衡是正

(4)地 方自治体や民間企業か らの資金提供の

重視

具体的な方策としては,芸 術振興における民

間資金の導入(い わゆる企業メセナの奨励)と

地域芸術協会への権限移譲,芸 術分野間の不平

等の是正,「収入援助受給団体」向け補助金の

大胆な整理等が行われた.そ の結果,民 間資金

の導入については 「企業後援事業振興計画」が

進められ,民 間企業が芸術活動に寄付を行った

場合に政府が一定割合の補助金を助成すること

となった.ま た,地 域芸術協会への管轄移管 も

一部進められ
,芸 術分野間の不平等については,

オペラに対する資金配分の増加率が抑 えられて

いる26}.

2-3-2Wildingreport一 地 域 芸 術 協 会 の 合 併 ・中

央 集 権 化 一

さ ら に,芸 術 支 援 の 効 率 性 を 求 め て,イ ギ リ

ス の 芸 術 関 連 の 財 源 構 造 に 関 す る報 告 書 が 国 立

会 計 院 か ら発 表 され た.Wildingreportと い わ れ

る こ の 報 告 書 は(1)地 域 芸 術 協 会(Regional

ArtsAssociations:以 下RAAs)の 合 併 ・統 合 の

推 進 及 び(2)地 方 芸 術 委 員 会(RegionalArts

Boards:以 下RABs)の 機 構 改 革 を打 ち 出 して い

る.

まず 第 一 に,効 率 的 な 運 営 の た め に イ ギ リス

国 内 に15あ るRAAs(イ ング ラ ン ド12,ス コ ッ

トラ ン ド,ウ エ ー ル ズ 各1)は 合 併 ・統 合 が 望

ま し い と提 案 され,結 局,1991年10月 に は12か

ら10へ 合 併 ・統 合 され た の で あ る.

次に,合 併 ・統合 と平行 して,各 地方で独 自

に芸術振興を行い,あ くまで 中央 との緩やかだ

が独立 した関係を保っていたRAAs自 体がRABs

と改編 され,イ ギ リス芸術評議会の下部組織 と

して明確 に位置づ けられた算).

このような合併 ・統合及びRABsへ の移行は

中央政府 による財源の効率的運用という意味で

は十分評価で きる.し かし,該 当地域における

芸術享受機会 という側面では,合 併 ・統合の評

価 は全 く異なるもの となる.ま た,こ のRABs

の機構改革はイギ リス芸術評議会への中央集権

化 とも評価できる.そ うした意味では,こ れら

の政策 「庭園の栄光」での主要課題であったロ

ン ドンと地方との芸術享受機会の格差是正につ

いて は全 く逆行する ものと評価せ ざるを得な

い.

2-3-3ACreativeFeture― 新 た な 枠 組 み を 求 め

て 一

1990年3月,Wildingreportを 受 けて,芸 術相

は 国 会 で の演 説,及 び イ ギ リス 芸 術 評 議 会 議 長

へ の 手 紙 にお い て,地 域 芸 術 協 会 や 公 的 団体 を

交 え た共 同 作 業 に よ っ て,イ ギ リス 芸 術 評 議 会

が 芸 術 政 策 を 調 整 す る こ とを 要 請 した.そ して

「芸 術 と メ デ ィ ア に 関 す る 国 家 戦 略(NationaI

ArtsandMediaStrategy)」 検 討 委 員 会 が 公 的 な
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芸 術 支 援 団 体(ArtsCouncilofGreatBritain,

BritishFiamInstitute,CraftCouncil),地 方 芸 術 委

員 会(RegionalArtsBoard),地 方 自 治 体 関 係 者,

美 術 館 ・ギ ャ ラ リー 関 係 者 で 構 成 され た.さ ら

に こ の 検 討 委 員会 は1991年 秋 か ら翌 年 夏 に か け

て,全 国 各 地 で60回 以 上 の セ ミナ ー を 開 き,新

た な 芸 術 政 策 に 関 す る議 論 が 重 ね られ た.こ の

よ う な 多 くの 声 を 聞 き,共 同 作 業 を 通 し て,芸

術 政 策 を 形 成 す る こ と 自体 が イ ギ リス で もは じ

め て の こ とで あ り,そ れ だ け に今 後 の 芸 術 政 策

へ の 危 機 感 が うか が え る.こ の よ うな 討 議 結 果

の 申 問報 告 が1992年4月 に`TowardsaNational

ArtsandMediaStrategy'と して ま と め ら れ,

1993年1月 に は 最 終 報 告 書 と して`ACreative

Future'が 出版 さ れ て い る28).

こ の`ACreativeFuture'を ふ ま えて 策 定 さ

れ た,今 後 の イ ギ リス 芸 術 評 議 会 の3ヶ 年 計 画

で あ る`ArtsCouncilCorporatePlan1993/94-

1995/96'に よれ ば,1967年 の 改 訂 ロー ヤ ル ・チ

ャ プ タ ー で 述 べ た3つ の 課 題 は以 下 の4つ の よ

り高 度 な 課 題 へ 改 め られ るべ きだ と して いる29).

(D芸 術的な質の追求=創 造性の水準の改善

(2)芸 術へのアクセス:芸 術を体験する人々

の数や範囲の増加

(3)芸 術経済の成長促進:芸 術に有用な財源全

体の増加

(4)サ ービスの質の追及:大 衆や芸術 に対する

有用な財源の範囲で

最 も高い水準で多様

なサービスを供給

1967年 の憲章と比較すると,特 に(3)芸 術

経済の成長 と(4)サ ービスの質の追求に注目

す る必要がある.租 税による公的財源が今後 も

それほど増加 しないにもかかわらず,住 民のニ

ーズはます ます増加 ・多様化す る傾向にある.

そのような財源と公共サービス供給量 とのバ ラ

ンス問題に対 して,公 的資金だけにこだわらず,

とにか く財源を確保することが最優先という姿

勢がここからもうかがわれる.

このように,1980年 代以降,イ ギ リスの芸術

振興制度は民間財源の導入,つ まり中央政府負

担による芸術活動支援の段階的軽滅を目指 して

お り,一 連 の芸術財源システム(ArtFunding

System)改 革が現在 も続けられている.特 に,

その性格は中央政府の役割を地方芸術委員会や

各芸術団体への指導や助言,全 体的な調肇程度

に限定する一方で,財 源問題 もふ くめて様々な

権限を現場に移管する点が特長であるといえよ

う.

2-4イ ギリス型芸術支援システムの抱える課題

このようにサ ッチャリズムの影響を受 けたイ

ギリスの芸術支援システム改革であるが,そ の

中核 を担 うイギ リス芸術評議会の今後につ い

て,三 つの問題点を指摘 してみたい.

まず第一に`ACreativeFuture'で は 「芸術

家の失敗する権利は実験す る義務に置き変わる

べ きだ」 と明言 しているものの,現 実には芸術

支援の対象分野がすでに評価が定 まった芸術分

野に限定されて いる点は問題である.例 えば,

アマチュアによる芸術活動は支援対象 にない.

また,す でに評価を確立 している芸術分野であ

れば支援されるが,エ ンターテイメントであっ

た り,実 験的で既成概念では評価しようがない

もの は全 く門前払い というのが現状であ る.

「イギ リス芸術評議会は評議会職員 を除いて,

アマチュア(の 芸術家)を 支援 しない」 と皮肉

られる始末である.

第二に ㎜'slengthの 形骸化30)があげられる.

芸術評議会は独立した非営利機関といわれなが

ら,自 ら予算を決定できない上に,人 事などで

も政府に拘束されている.そ の独立性は疑わし

く,単 なるキャンペーン団体にす ぎないという

指摘 もあり,こ の点は 「(芸術評議会 は)政 府

と芸術家 とのポー トフォリオにすぎない」 と椰

楡 されている.そ の評判を決定 的に したのは,

1994/95年 度の予算編成において,芸 術評議会

への予算割当が政府によって大幅に削減された

結果,ロ ン ドンの2つ の交響楽団や地方のオペ

ラ,劇 団等への助成金を打ち切ったことであっ
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た.こ の措置が政府全体予算の大幅削減の波及

した結果にすぎないということから,そ の予算

案を受け入れた芸術評議会に対 して芸術団体は

不信感を抱 き,「どちらの味方なの(Whoseside

are;heyon?)」 と指摘 される始末であった.ま

た,同 様の問題 として 「芸術官僚」の弊害 も指

摘で きる.国 会議員から芸術文化への干渉を阻

止 している点ではa㎜'slengthは 成功 している

が,前 述のとおり,芸 術評議会の官僚 自身は政

府か ら独立しているとはいい難い.し たがって,

だれか らも(も ちろん政府からも)公 正中立で

ある芸術官僚の存在自体が疑われて しまうので

ある.

第三の問題はサ ッチャリズムの影響で,市 場

の効率性を芸術振興制度に導入すること自体は

推進されたが,ど こまでその効率性 を追及する

のかについてのコンセンサスが政府 と芸術評議

会との間で とれていない点である.芸 術文化の

経済的価値については,雇 用や地域経済,都 市

再開発などの面で高 く評価されている.地 方 レ

ベルでは,地 方芸術委員会 と地元自治体 との連

携が進み,総 合的な地域政策 として芸術振興が

推進されているケースが 目立つ.こ れに対 し,

中央 レベルで(特 に芸術評議会側が)全 くこの

問題に関心がないことは問題といえる31).

しかし,今 後,イ ギ リスにおける芸術振興シ

ステムは1980年 代以上にその性格を大幅に変え

る可能性がある.こ れ まで芸術分野 は図書館,

ギャラリー,博 物館 ・美術館とともに,教 育省

管轄下の芸術図書館庁に属 していた.し か し,

1992年 総選挙の結果,各 省庁にまたがっていた

余暇活動に関する諸分野が統合され,国 民文化

財省(DepartmentofNationalHeritage)と して

再編された.し かし,こ の再編によって,芸 術

分野はギャラ リー,博 物館 ・美術館グループと

分離させ られ,余 暇行政の新たな財源確保 とし

て期待 される 「国民宝 くじ(Nati・nalL・tty)」グ

ループに組み込まれることとなった,教 育行政

の一環として推進 され,新 社会権の保障を目的

とした芸術の振興がメージャー政権によるこの

再編によって,中 央政府 レベルにおいては,余

暇産業ない しは余暇産業を支援する分野 として

新たに位置付け直されたことをこの改編は意味

している.

さらに,す で に述べた通 り,1994/95年 度に

おける政府か らの予算削減措置によって,イ ギ

リス型芸術支援システムの根本概念であ り,芸

術評議会の存在理由といえるarrn'slengthが 十

分機能 していないことは明白となった.す でに,

毎年多額の補助金を受けている芸術団体の一部

は助成の継続を求めて国民文化財省 と直接交渉

を行いはじめている.し たがって,芸 術団体と

政府の仲立ちをするはずである芸術評議会の存

在意義は薄 くなっているといえる.

こうしたことからも,芸 術の経済的側面をよ

り重視するイギ リス政府の姿勢=サ ッチャリズ

ムの影響は明らかで ある.し たがって,こ うし

た政府機構の改革は今後のイギ リス芸術評議会

の存在基盤を脅かす可能性がある32}.

次章では,こ うした中央 レベルでの変化を受

けて,地 方レベルではどのような対応が進め ら

れているのかを検討 してみたい.

皿.社 会財 としての芸術文化の可能性

一北部イングランド地方の実践から一

3-1地 理的 ・歴史的背景

3―1―1イギ リスにおける南北格差問題

我が国では東京 と地方 との格差の解消一 いわ

ゆる東京一極集中問題の解消一 が盛んに主張 さ

れているが,イ ギリスにおいて も同様の問題 一

ロン ドンへの一極集中すなわち申央集権化 一が

しばしば指摘 される.他 の政策 と同様,サ ッチ

ヤー政権における一連の地域政策は,福 祉政策

的な資金の再分配ではなく,市 場メカニズムを

通 して労働生産性 と収益性を上昇 させることで

ある.し か し,系 年的な失業率データをみれば,

経済 的な南北格差 は厳然 と して残 って お り,

1990年 代 にはその一部地域がECの 最貧困地域

に指定 されることを望んでいるほどである31).

歴史的にみれば,1972年 にピース政権下で成

立 した地方自治法は地方自治体の境界線を引 き
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直 し,大 きな単位 にまとめるものであった.さ

らに,サ ッチャー政権は1986年 の大ロン ドン市

庁の廃止に代表 されるように,中 央集権化を進

め,・地方及び都市の行政権を侵食する姿勢を強

めていった.ま た,製 造業分野において,収 益

性の高いエ レク トロニクス産業,そ してサービ

ス業でいえぱ成長が期待できる対企業向けサー

ビス業のいずれ もがイギ リスの南部地域に集中

して立地していることから,サ ッチャーの地域

振興政策は結果的にはイギリスの南北格差を拡

大し,強 化しただけであるという評価 もみられ

る34〕.

さらに,政 治権力の中央集権化を重大な問題

として例 えば以下 のように指摘す る声 もある,

「中央集権に向か うあらゆる動 きの中で最 も根

本的に重要だったのは,か つては中央に対 して

非常に効果的な力の均衡を保っていた地方権力

が力 を削がれてしまった】 「しか し,地 方が必

要なものをその査定に基づ き,中 央が認可する

という方法で地方の財源を封 じる原則の下,警

察,消 防,学 校,ポ リテクニクなどのいずれに

おいて も,政 府の改革の全体的な傾向は地方議

会か.らその責任を取 り除 く方 向に向かってい

る」35〕.

3-1-2地 域社会における芸術振興の歴史的背景

歴史的にみると,イ ギ リスの地域社会におけ

る(芸 術 も含めた)文 化振興は地方 自治体が中

心に担ってきた.

19世紀後半には,各 地方自治体は下水道や道

路 といった社会基盤整備を行 うようにな り,そ

の後は公営住宅の整備や社会サービスを実施す

るに到った.そ して,第2章 で述べたように,

豊かな工業都市や リゾー ト地を中心に文化施設

が整備され,結 局1960年 代 まで に芸術文化分野

は社会サービスの一つ として認知されるように

なった.

一方 ,第2次 世界大戦後,国 全体ではイギ リ

ス芸術評議会が設立された ものの,そ の設立趣

旨にもかかわらず,地 方における芸術振興はな

おざ りであった36}.しか し,1958年 にミッ ドラ

ンド地方で,1961年 には北部イングラン ド地方

で全ての芸術分野を支援対象 とする地方芸術協

会(RegionalArtsAssociation)が 地元自治体及

び地元企業によって設立 された.そ の後,こ の

北部イングラン ド地方芸術協会をモデルとして

1970年 代 までにはイギ リス全土に同様の組織が

設立された。当時,こ れ らの組織はいずれも地

域主体の非営利組織であ り,各 地方組織はそれ

ぞれ地域の実情に合わせた芸術支援活動を展開

していた点を忘れてはな らない.

3-2NorthernArtsBoard(北 部 イ ング ラ ン ド地

方芸術委員会)の 取り組み

3-2-1地 域の概要

北 部 イ ング ラ ン ド地 方 と はス コ ッ トラ ン ドと

の境 界 に あ るイ ン グ ラ ン ドの 北 部 一 帯 を指 す.

ま た,そ の 全 面 積 は15,421km2で あ り,イ ギ リ

ス 全 体 の6.4010を 占め て い る,地 域(Counties&

Regions)と し て は,Cleveland,Cumbria,

Durham,Northumberland,Tyne&Wearか ら構 成

され て い る.ま た,地 域 の性 格 と して は,か つ

て 大 都 市 圏(MetropolitanCounties)で あ っ た

Tyne&Wearを 中 心 と し た 西 部 が 都 市 地 域 で あ

る一 方 で,Cumbrlaを 中 心 と した 東 部 は 自然 的

地 域 とい え る.

人 口 につ い て み る と,総 人 口は1990年 現 在 約

308万 人 で あ るが,大 半 がTyne&Wear(ll2万

人)に 集 中 して い る.そ の うち 最 も人 口の 多 い

都 市 はSunderlandで 約30万 人,次 い で

NewcastleuponTyneが 約28万 人 と続 い て い る.

しか し,全 国 的 に は 最 も人 口 減 少 率(-O.201,:

1981-1990年)が 高 い 地 方 の 一 つ で あ る.

地 域 社 会 の 状 態 を総 合 的 に み る と,全 国 的 に

最 も衰 退 して い る地 方 で あ る と評 価 せ ざ る を得

な い.例 えば,住 宅 所 有 率(6001・:1990年)及

び16歳 青 年 の 就 学 率(61.1010:1990/91年)は 全

国 で 最 も低 い.ま た,失 業 率(IO.4elo:1991年)

は 北 ア イ ル ラ ン ドを除 い て 最 も高 く,こ の 十 年

間 の 犯 罪 増 加 率(75efo:1981-1990年)は 全 国

で 最 も高 くな っ て い る.さ ら に一 人 当 た りの社

会 保 障 給 付 は 北 ア イ ル ラ ン ドに次 い で 高 く,自
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治体の福祉負担が重いことが考えられ る.

また,経 済 的 に み て も,生 産 性 が 低 く,最 も

貧 し い 地 方 で あ る こ とが わ か る.国 内 総 生 産

(GDP)で は222億 ポ ン ド で あ り,全 国 の

4―7%を 占 め て い る が,一 人 あ た り の 国 内 総 生

産 で み る と7233ポ ン ドにす ぎ ず,全 国 平 均 の9

割 以 下 で あ る.ま た,週 あ た りの 賃 金 も196ポ

ン ドで あ り,全 国 で 最 も低 い 水 準 に あ る37).

3-2-2NorthernArtsBoard(北 部 イ ン グ ラ ン ド

地 方 芸 術 委 員 会)の 概 要

この よ う な最 も貧 しい 地 方 の 一 つ で あ る北 イ

ン グ ラ ン ド地 方 を 管 轄 して い る 地 方 芸 術 委 員 会

がNorthemArtsBoard(北 部 イ ング ラ ン ド地 方

芸 術 委 員 会:以 下NABと 省 略)で あ る.そ の

前 身 は 当 時 のニ ュ ー カ ッ ス ル 市 長 の 呼 び か け に

よ り,1961年 に設 立 され たNEAA(NorthEastern

AssosiationforArts)で あ る.当 時 の 設 立 目的 は

(1)1959年 に設 立 され た ニ ュ ー カ ッス ル を 本 拠

地 とす る ノ ー ザ ン ・シ ン フ ォ ニ ア ・オ ー ケ ス ト

ラの 支 援,(2)地 域 規 模 の 芸 術 の 奨 励 で あ っ た.

その 翌 年 に は,地 元 自治 体 や 産 業 界 か ら の基 金

が 集 め られ,2,500ポ ン ドの 助 成 を各 団 体 に 行

っ て い る3S)、そ して,現 在 も地 域 にお け る芸 術

を 集 約 的 に 支 援,振 興 す る た め の 様 々 な 政 策 を

遂 行 して い る.

1992/93年 の 年 間 予 算 は 約640万 ポ ン ド(約

102億 円)で あ る.歳 入 に つ い て は,イ ギ リス

芸 術 評 議 会 か ら の 助 成 が そ の 約8割 を 占 め て お

り,そ れ 以 外 の 収 入 は 地 元 の 地 方 自 治 体 や

BritishFilmInstituteな ど か ら得 て い る 。 また,

過 去5年 間 の 予 算 規 模 は 金 額 べ 一 ス で は 毎 年 増

加 傾 向 に あ る が,担 当者 に よれ ば,こ れ は イ ン

フ レ率 を 加 算 して い る だ け で あ り,実 質 的 に は

横 ば い状 態 に す ぎ な い.そ して,1993/94年 に

つ い て は 約20foの 滅 額 に な る 見 通 し とな っ て い

る.ま た,分 野 別 の歳 出 を み る と,実 演 芸 術 が

最 も多 く約188万 ポ ン ドで あ り,以 下 企 画 及 び

地 域 開 発 が 丑46万 ポ ン ド,総 務 及 び 広 報 サ ー ビ

ス が124万 ポ ン ド とな っ て い る 。 ま た,各 団 体

別 で は ノ ー ザ ン ・シ ン フ ォ ニ ア ・オ ー ケ ス トラ

が 最 も多 く助 成 金 を受 け て い る39).

現在のNABの 活動業務は(1)実 演芸術一

音楽,オ ペ ラ,演 劇,ダ ンス,パ ン トマイム,

文学 における職業的な制作及び創作の支援/芸

術家及び芸術活動団体への支援/特 定分野の芸

術活動の公演及び普及,(2)視 覚芸術一視覚芸

術,ク ラフ ト,写 真分野における実践活動への

支援(展 覧会開催,芸 術家への助成)/作 品購

入の経済的促進(地 元芸術家3000人 の作品スラ

イ ド ・インデックスの作成,パ ブ リック ・アー

トの奨励,地 元作品購入者への利子補給),(3)

出版及び放送一写真,映 画,ビ デオ,出 版,文

学,音 楽文化や放送 ・レコー ド産業に対する支

援,(4)企 画及び地域開発一地域芸術開発部局

(LADAs:LocalArtsDeveropmentAgency)の 地

域相互のネッ トワーク間の資金援助と開発/教

育における芸術振興,障 害者及び文化的多様性

と芸術振興/優 先 され る芸術政策の検討,(5)

総務及び広報サービスに分担される.

3-2―31991年 の 機 構 改 革 と今 後 の 課 題

1991年 に 国 の 芸 術 振 興 制 度 が 改 革 さ れ る の に

伴 い,全 国 の 地 域 芸 術 協 会 は イ ギ リス 芸 術 評 議

会 の 下 部 組 織 で あ る地 域 芸 術 委 員 会 と して 再 編

され た.そ して,NABは こ う した 変 化 を 受 け

入 れ,新 た な5ヶ 年 計 画(Policy&Objective

1991-1996`promortingtheartsintheNorth')を

策 定 し た.そ こで は,果 た す べ き3つ の 義 務 を

(1)住 民 に対 す る義 務 一ア ク セ ス と有 用 性,(2)

芸 術 に 対 す る 義 務 一芸 術 的 な 制 作 品 の 質,(3)

選 択 に対 す る義 務 一財 源,経 営,振 興 と明 記 し

て い る40).

住民に対する義務 とは,NABが 住民か らの

租税 を基に運営されているにもかかわらず,芸

術はごく一部の少数者にしか楽しまれていない

という現状を改善することである.し たがって,

より多 くの住民が日常生活における価値あるも

のとして,芸 術を実践 した り,楽 しんだ りする

ことを保障する義務といえる.そ して,こ の義

務は地元 自治体との連携のなかで果たされるも

のである.さ らに,地 域における文化面での少
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数者及び芸術を享受しにくい人々―黒人やアジ

ア人,障 害者 一に対する芸術の普及は優先され

るべ きであると述べ られている。

芸術に対する義務 とは,常 に地元の芸術活動

の質の向上を目指す ことであ り,芸 術を単なる

歴史的な遺産 としてのみ捉えていないことを意

味す る.つ まり,芸 術の質こそが重要なのであ

り,新 しい解釈や批評,芸 術的な刺激に重点的

に投資することを重要視 している.同 時にこの

ような 「芸術の質」は全国的で国際的な基準で

判断されるべ きであ り,こ うした基準による支

援を述べている.

選択に対す る義務 とは,芸 術に対す る基準を

つ くり,実 際に支援 し,そ れに対 して責任 を持

つことである.そ の理由は芸術に対する支援は

無限に必要であるのに対 し,時 間と資金はとも

に有限であるか らである.そ のために,NAB

は政策を立案 し,課 題を設定 し,芸 術家の業績

に対して資金を分配 しなければならない.加 え

て,地 元自治体や第三セクターによる芸術への

直接的な支出の増加を奨励することやNAB自

体の財源を増加させることで,北 イングラン ド

地方における芸術への資金援助を最大化させ よ

うとしている.

さらに,NABは これらの義務に対応した6

つの課題を明示 している.

1)地 方 自治体や他の団体 と共に,10年 以内に

地域で活動する芸術組織 に関する北イング

ランド地方全体 におけるネッ トワークを完

成 させる.こ れによって,北 イングラン ド

の住民が芸術を享受するために,わ ざわざ

他地域へ足を運ばな くて もすむようにな

る。

2)国 際的なレベルの展覧会の開催,新 たなコ

ンサー ト会場の新設,豊 かで多様でかつ有

用な実演芸術,視 覚芸術,出 版,放 送芸術

の企画 ・プログラム等の増加

3)芸 術の形態や作品の規模にかかわ らず,全

国的にも国際的にも高い水準を達成する芸

術家への支援.

4)芸 術家個人を支援で きる知識を持った地域

の リーダーの育成.

5)経 済的支援の強化や財源の拡大,財 源の効

果的な運用等による財源の最大化及び拡

大.

6)地 域的,全 国的,あ るいは国際的な視点か

ら,北 イングラン ドにおける芸術の質や多

様性,有 用性の奨励.

企画 ・地域開発部長のアンソニー ・ディクソ

ン氏 は北イングランド地方経済の停滞状況を前

提に芸術政策 も立案せざるを得ず,住 民に対す

る義務が芸術振興にあたっての最優先事項とな

ると言及 している.そ して,教 育や福祉分野に

おける地方財政規模の縮小が全国的に進められ

る中で,北 イングランド地方 における芸術振興

は住民に対する選択的サー ビス供給の役割だけ

ではなく,そ の経済的効果や社会的効果 も当然

期待されることとなる.

前述のディクソン氏は 「例えば,鑑 賞する人

間が限定されるオペラへの助成ばか りが(経 済

的に疲弊 したこの地域における)税 金の有効的

な利用 とはいえないだろう」と示唆する41).つ

まり,第1章 で述べたマスグ レイヴの公共財の

議論 と合わせて考えれば,NABが 考 える芸術

支援機関の役割とは芸術家 ・芸術団体 による自

由な創造活動へ の経済 的な保障 といういわば

「価値財 としての芸術文化」 に留 まるものでは

ない.む しろ,創 造された芸術作品やパ フオー

マンスをできるだけ多 くの地域住民が普段生活

す るなかで知 らないうちに享受で きるという意

味での 「社会財 としての芸術文化」を模索して

いる.し たがって,芸 術振興の主要な課題も多

様な機会による芸術へのアクセスを改善するこ

とであり,場 合によっては雇用政策,福 祉政策,

教育政策,観 光政策,都 市イメージ戦略にも結

び付 く複合的な政策だといえる.

このような 「多様な機会 による芸術へのアク

セスの改善」の具体例を紹介す るために,こ う

した事業を北イングラン ド各地で実践 している

Artists'Agencyの 活動を最後 に紹介 したい.
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3-3芸 術 家 と 地 域 社 会 を 結 び 付 け るArtists'

Agency

Artists'Agencyと は プ ロ ジ ェ ク ト提 案 と そ の

調 整 を通 して,北 イ ン グ ラ ン ド地 方 で 芸 術 と ビ

ジ ネ ス,公 共 サ ー ビ ス,地 域 社 会 を結 び 付 け る

こ と を 目 的 に1983年2人 の女 性 が 設 立 した 慈 善

団体 で あ る.毎 年,前 述 し たNABか ら助 成 金

(51500ポ ン ド:1992/93年)を 受 け る の を は じ

め,官 民 間 わず 各 プ ロ ジ ェ ク トに 応 じた 資 金 提

供 を得 て,日 常 の 活 動 を展 開 して い る42)。

主な活動は地域在住の芸術家の協力を得て,

普段芸術 とは無縁の施設や団体に芸術家を長期

間にわたり派遣,滞 在させ るものである.例 え

ば,(1)ArtatWork一 工場や作業場などに派遣

された芸術家が労働現場をテーマにした作品を

創作する,(2)ArtinCare一 病院や社会福祉施

設,刑 務所などに芸術家を派遣し,在 住者に芸

術 活 動 を指 導,教 授 す る,(3)Artwith

Comunication一 図書館,公 民館,学 校に派遣

された芸術家が子供や地域住民 と芸術活動を行

う,(4)Artonlssues一 労働組合や圧力団体に

芸術家を派遣する,と いった活動 を過去には行

って きた43}.

この団体がめざしているのは,芸 術活動が芸

術家 と一部の愛好家に独 占されている現状を少

しで も改善することである.こ うした出会いは

芸術家にとっては,新 たな創造活動をかきたて

るきっかけになる一方で,芸 術 に無縁だった

人々には日常的に芸術 とふれあう機会 を安価で

提供するものである.

例えば,精 神病院におけるプロジェク トでは,

病棟内にア トリエを整備し,画 家を毎 日滞在さ

せるものであった.そ して,患 者は自由にいつ

で もア トリエを訪問で き,画 家の指導を受 けな

がら,絵 を描 くことができる.関 係者によれば,

大半の患者が生まれてはじめて絵筆を握るとの

ことである.

また,同 様に中心市街地の廃校の一部を安 く

借 り受け,芸 術家を常時滞在させ,失 業者や学

生など25人 ほどにア トリエを用意するプロジェ

ク トも地 域 保 健 局 か ら の 資 金 提 供 で 実 現 して い

る.こ の よ うな 芸 術 家 を長 期 に わ た り施 設 ・機

関 に 滞 在 させ る仕 組 み はart-in-residenceと よば

れ,欧 米 で は 盛 ん で あ る が,関 係 機 関 を調 整 す

る な か で,こ う し た プ ロ ジ ェ ク トを 提 案 ・実 行

で き るArtists'Agencyの よ うな 組 織 は イギ リス

で も非 常 に珍 しい もので あ る側.

皿,結 び

一 「公共財としての芸術文化」をめぐって一

本論は 「公共財としての芸術文化」の限界 と

可能性につ いて,マ スグ レイヴの社会財及び価

値財の概念 をふ まえながら,イ ギ リスの芸術振

興システムを研究対象 として検討 したものであ

った.し か し,社 会財としての可能性に関して

は 「芸術の生活化」 という意味で評価 したもの

の,現 時点では例外的な存在にすぎない.芸 術

支援の予算内訳 をみても,公 的に供給される芸

術文化の大半は社会財ではなく,価 値財 として

供給されているのが実情である.

しかし,芸 術文化が価値財 として供給され続

ける限り,第1章 で述べた文化インフラス トラ

クチャーを構成す る個人,芸 術家,公 共体のそ

れぞれ達成すべ き目標一 「個人的便益」「芸術

的な質の高 さ」「社会的便益」一 は常に乖離す

る可能性があることは以下の例からも明らか と

いえる.

ある自治体が人気の高い芸術家の展覧会を開

催 し,多 くの入場者が訪れたとしよう.こ の場

合,多 くの地域住民が私的便益(=Qualityof

Lifeの達成)を 受けた可能性は高い.ボ ーモル

等は芸術文化の社会的便益 として 「国家(地 域

社会)に 付与する威信」「周辺 ビジネスへのメ

リット」「将来世代への文化伝承」「教育的貢献」

をあげているが凶,こ の場合の社会的便益につ

いてはその自治体の価値欲求に適合 したか否か

が唯一の評価基準 となる.し たがって,私 的便

益 と社会的便益との問に相関関係が成 り立つ保

障はない.

同様に,こ うした私的便益(例 えば入場者数
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など)と 達成された社会的便益のいずれ もは評

論家 ・専門家などによる展覧会自体の評価(い

わゆる芸術の質=QualityofArt)と は無関係で

ある点 も自明である.し たがって,こ れ ら三つ

の異なる便益 ・評価に相関関係は認められない

ことから,こ のような危険性を無視 して,公 共

体が芸術振興を推進 した場合,常 に文化インフ

ラス トラクチャーは不安定になることは十分予

想で きる.

これは第1章 で指摘 した公共財供給の意志決

定過程に由来する問題 といえる.公 共財供給は

住民の選好をもとにした公共的意志決定と専門

家による社会的評価 との問で,相 互にインタラ

クティブな関係が構築 されてはじめて成立する

と前述 した.芸 術文化に関連する公共財の社会

的評価に関 しては,D客 観的な評価 自体がむ

ずかしいこと,2)し たがって,評 価が専門家

の主観的な価値基準に依存するので,議 会制民

主主義に馴染 まないこと,3)政 策効果の評価

にあたっては極めて長期的な期間を必要 とする

ことといった障害が考 えられる.

さらに,仮 に社会的評価が定 まったとして も,

それが住民の選好 と一致す るか否かとは全 く別

問題である.こ の問題に関す る事例 としては,

1980年 代にニュー ヨークで論争となった 「傾い

た弧」事件が有名である46).

一般公共事業局が 国家芸術基金の助力 を得

て,1981年 にマンハ ッタンのフェデラル ・プラ

ザ にリチヤー ド ・セラによるインスタレーショ

ン 「傾いた弧」を設置した.し か し,住 民によ

る撤去運動の結果,こ の作品は1989年 に撤去 さ

れた.こ の 「傾いた弧」事件は芸術の公共性を

めぐって大論争を巻 き起こしたが,ま さに国家

芸術基金 という専 門機関が芸術作品に下 した

「社会的評価(社 会的便益)」が撤去運動 という

「住民の選好に よる公共的意志(個 人的便益)」

と食い違った事例 といえる.し たがって,こ う

した事態 を避けるためには,第1章 で述べ た

「地域住民が芸術家 による創造活動を社会的便

益 として認知すること」及び 「芸術支援財源の

多様性を確保すること」を通 して 「全ての納税

者の多様な価値観」を反映させ るための文化イ

ンフラス トラクチャーの構築が必要不可欠 とな

る.

今回検討 したイギ リスにお ける芸術振興 シス

テムについても,未 だ改革途上で迷走状態にあ

るだけに,こ のような矛盾す る部分がかいまみ

えるものであった.

芸術評議会を中核 とした国全体の芸術支援 シ

ステムでは,芸 術文化は戦後一貫 して価値財の

性格を持った社会サービスの一つとして明確 に

位置づけられていた.し か し,1980年 代のサ ッ

チャ リズムが 「ビジネスの機敏 さと効率性」を

芸術支援 システムに取 り込 もうとした結果,芸

術振興の性格が価値財(社 会サービス)供 給で

はな く,(余 暇)産 業振興へ とシフ トしは じめ

たといえる.こ の傾向が さらに強 まることはイ

ギ リス芸術支援 システムの特徴で あるarm's

lengthの 形骸化 を招 き,イ ギ リス芸術評議会自

体の存在意義を問うことに結び付 くだろう.そ

の文脈でいえば,1994年4月 以降,イ ギ リス芸

術評議会からスコットラン ド及び ウェールズが

除外 され,単 なるイングランド芸術評議会 に格

下げになるという事実はその前兆であ り,こ れ

をもってイギ リス芸術評議会の廃止 と位置付け

てよいのか もしれない.

それに対 して,北 部イング ランド地方におけ

るNABの 取 り組みは 「社会財としてとしての

芸術文化」の可能性を模索 した ものであったと

いえる.特 に芸術へのアクセス改善を最優先す

る政策目標はまさに財 ・サービスの等量消費を

目指 した ものであり,非 常にユニークなもので

ある。しか しながら,先 見の明があってこの政

策を推進 したという側面よりも,地 域経済その

ものが崩壊状態で,価 値財を供給するだけの財

政基盤がないという地域固有の事情から,結 果

的に社会財的性格を強めざるをえなかった とい

った方が正解かもしれない.そ の意味では 「測

定で きない`芸 術の質'の 向上に拘 らず,失 業

者対策や貧困対策といった社会的効果が重要で

ある」 とNABの 担当者が説明す るのも一理あ

るものである.
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最後に,本 論においては,社 会財 と価値財 と

いう公的欲求の二つの概念を 「住民の選好によ

る公共的意志決定」 と 「専門家による社会的評

価」 という公共財供給を決定する際の意志決定

過程の違いに結び付 け,イ ギ リスにおける芸術

振興について論 じることを試みた.そ の意味で

は,サ ッチャリズムの影響を受け,効 率化 と民

間資金の積極的な導入を試みたイギ リス全体の

芸術振興システムの改革 と芸術文化へのアクセ

スを重視した北イングランド地方におけるNA

Bの 芸術振興とは問題解決のアプローチ として

はコインの裏表の関係と位置付けることが懸命

であろうと思われる.

また,今 後の研究方向の手がか りとして は

「芸術振興 における中央集権 と地方分権」とい

った新たな課題 に注 目してみたい.特 に,北 部

イングランド以外の各地域での芸術振興 につい

ても調査を重ねることで,イ ギ リスの芸術振興

の全体像を明確にしなが ら,国 と地方との関係

について考 えることがで きればと希望 してい

る.
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上で,市 場 にお ける選択 可能性が広 がるのは明 ら

かで あ る,と いう理 由か ら公共体 による芸術支援

を支持 してい る.し か し、(1)は ともか く、(2)

の根拠が彼の論文 中には全 く見 あた らず,こ の点

は 「補助金 を受 けた芸術 」の存在 自体 が市 場をゆ

がんだ もの とす るとい う彼の問題提起 と矛盾 して

いる.

13)Pick[21]Chap.7参 照.

14)同 上.

15)芸 術 施設 や 芸 術 活 動 を 含 む 複 合 用 途 開発 とは,よ

りよ い居 住 と仕事 の場 を提 供 す るた め に,美 術 館,

コ ン サ ー トホ ー ル,劇 場,屋 外 パ フ オー マ ン ス広

場 な ど が オ フ ィ ス,ホ テ ル,商 業,住 居 施 設 と と

も に 設 置 さ れ て い る 都 市 開 発 を 指 す.詳 し く は

Snedcof[23]参 照.

16)芸 術振興 システムが 未成熟 な我が 国において は,

しば しば政争の道具 に地域 の文化事業が取 り上 げ

られ るケースが多い.例 えば 『困る 「自治体 芸術」

不安定』 日本経済新 聞(朝 刊)1993年3月12日 付 参

照.こ の記事 では 「政治」 が絡 む 自治体 は芸術 の

庇護者 として不安定 なので はないか とい う懸念 を

紹介 してい る.

17)イ ギ リス にお け る福 祉 国 家 の 形 成 とサ ッチ ャ リズ

ム との 係 わ りにつ い て は,毛 利[41][42]に 詳 し

く記 され て い る.ま た,こ れ ら と地 方 自治 との 係

わ りに つ い て は増 田[40],1980年 代 の イギ リス 経

済全 般 につ いて は 内 田[47]参 照.

18)Waters[26]Chap.10参 照.

19)井 出[33]参 照 。

20)Keynes[13]参 照.

21)こ の 目 標 に つ い て はTheCharteroflncorporation

GrantedbyHERMAJESTYTHEQUEENToTheArts

CouncilofGreatBritain(1967)に 明 記 さ れ て い る.

22)pick[21]Chap.8参 照.

23)ArtsCouncilofGreatBntain[2]参 照.

24)Thatcher[25]参 照.

25)ArtsCouncilofGreatBritain[1]参 照.

26)「 芸 術 振 興 基 金 」 プ ロ ジ ェ ク ト[29]参 照.

27)ArtsCouncilLibrary[4]参 照 。

28)NationalArtsandMediaStrategyUnit[17]及 び

Webber[27]参 照.

29)ArtsCouncilofGreatBntain[3]参 照.

30)芸 術 官 僚 の 弊 害 に つ い て はPick[2!]Chap.7参 照.

現 在 ロ ン ドン に は4つ の独 立 した 交 響 楽 団 が あ る

が,そ の う ち2つ へ の 支 援 打 ち き りは 「首 都 の 音

楽 生 活 が 劇 的 に 変 わ る」 と い わ れ る ほ ど の 衝 撃 で

あ っ た.詳 し くは 【ArtsCouncilcutsfundinglifeline

totoporchestras',TheTimes,9July,1993,及 び こ の件

を論 評 したMomson[14]参 照.邑

31)1980年 代 以 降,消 費 市 場 に お け る芸 術 分 野 の 積 極

的 な 評 価 が 行 わ れ る よ うに な っ た.PolicyStudies

Institute(以 下PSI)は"TheEconomicImmportanceof

TheArtsinBritain"'(1983)に お い て,「1980年 代 は

ヨ ー ロ ッ パ 各 国 の 財 政 が 縮 小 傾 向 に あ っ た の で,

芸 術 関 係 予 算 を確 保 す るた め に は,そ の 理 由付 け

が 必 要 で あ っ た 」 と して,イ ギ リス で 最 初 の 芸 術

分 野 の 経 済 的 規 模 を把 握 し よ う とす る 調 査 を試 み

た.そ の 結 果 と して 「芸 術 分 野 は 直 接 的 に,あ る

い は 間 接 的 に(イ ギ リス)経 済 に 貢 献 して い る 巨

大 な 産 業 で あ り,広 範 囲 に わ た る 活 動 が 行 わ れ て

い る」 と記 述 して い る.ま た,PSIの"TheArt

FestivalinUK"(1990)に お いて は,地 方 芸術 祭 は

地 域 に根 ざ した 伝 統 的 な イ ベ ン トで あ る とい う先

入 観 に反 して,イ ギ リス 国 内 で 現 在 開催 され て い

る芸 術 祭 の5割 以 上 が1980年 代 に入 っ て 始 まっ た

もの に過 ぎ な い とい う調 査 結 果 を示 して い る.こ

の こ とか ら,芸 術 祭 に よ る 観 光 産 業 の活 性 化 を 重

要視 して い るこ とが うか が え る.

32)DepartmentofNationalHentage[7][8]参 照,

33)リ バ プ ー ル 周 辺 お よび ハ イ ラ ン ド地 方 の 貧 困 は 欧

州 レベ ル で も最 低 水 準 で あ り,ECの 最 貧 困地 域

の 指 定 を 受 け,補 助 金 を給 付 され る こ と を地 元 自

治 体 が 望 ん で い る と報 じ られ て い る.こ の 記 事 か

ら も,19世 紀 に 「世 界 の 工 場 」 とい わ れ た イギ リ

ス 北 部 地 域 にお け る現 在 の 衰 退 度 を うか が う こ と

が で き る。`ECoffershopeofescapefrompoverty,

MerceysideandmuchofScotlandwanttobeclassed
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among the poorest regions in Europe' The Times, 3 

 July,  1993.

34)山 本[49]参 照.

35)Sampson[22]参 照.

36)Waters[26]参 照.

37)CentralStaticalOffice(1992)`RegionalTrends27'

HMSOよ り作 成.

38)NortheriiArts[19]参 照.

39)NorthernArts[20]参 照.

40)NorthemArLs[18]参 照.

41)1992年10月22日 の イ ン タ ビ ュ ー の 際 に 明 言 さ れ た.

また,1989年12月 にNABを 訪問 した際 にも本論

文 に関する貴重な助言をいただいている.

42)NorthernArts[20]参 照.

43)ARTISTS'AGENCYに よ る各 種紹 介 パ ンフ レッ トを

参 照.

44)筆 者 は1989年12月 及 び1992年10月 下 旬 に,

ARTISTS'AGENCYに よるプロジェク トを直接見学

す る機会 を得た.ま た,こ うした慈善 団体 は税制

的 にも恵 まれている点が我 が国 とは異なってお り,

イギ リス におけ るボ ランティア活動が活発 であ る

裏付 けの一つで もある.こ うしたイギ リスのボラ

ンティア活動 の現状 についてはHedley[10]参 照.

45)BaumolandBouen[5]参 照.ま た,1(eynes[ll]

[12][13]は イギ リス の繁 栄 には 公共 体 に よ る芸 術

振 興 が 欠 か せ な い と して お り,非 常 に興 味 深 い も

ので あ る.

46)社 会 財 として考 えられ る代表的な芸術形態 の一 つ

に 「美 術館で はない,公 共的 な性格 を持った空 問

に置かれた作品」 を指すパブ リック ・アー ト(公

共芸術)が あ る.詳 しくは柏木[35]参 照。
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表1ACGBに お ける地域 別助成金配分(1991/92年) (単位=£)

地方芸術委員会への配分 直接投資禽 合計 ―人当たりの

芸術予算基本予算 改革 コス ト 小 計

Eastern

EastMidland

London

Lincolnshire&Humberside.

Merseyside曹

N◎rthern

NorthWest

Southern

SouthEast

SouthWes薯

WestMid―and

Yorkshire&Humberside

そ の 他

2,690,464

2.292ρ00

7,862,194

1ρ66,054

3371575

4,408,714

3,910,011

2,302,000

2,121,000

2,266,000

3.125ρ00

31084,076

131,000

51,100

185,000

258,500

25,000

330,000

186,500

373,000

2,821,464

2,343,100

8,047,194

1β24,554

337,575

4,433,714

4,240,011

2,302,000

2.12110GQ

2,266,000

3,125,000

3,270,576

3,051,536

2,928,900

15,342,806

―

-

3,093,286

81820,989

5,688,000

1,5U,OQQ

5,242,000

6,014,000

8,806,424

5.873ρ00

5,272,000

23,390,000

-

―

7,527,000

13,061,000

7,990,000

3,632,000

7.508ρ00

9.139ρ00

12,077,000

1.03

1.58

3.44

―

}

2.45

2.02

1.76

0.96

1.9

1.75

2.44

[地方委員会 小計] 35,465,088 1,540,100 37,005,188 58,461,812 95.467ρ00 2

Eng―and 153.580ρ00 3.21

Scotland(参 考) 19.69310GO 3.85串

Wales(参 考) 1.103ρ00 0.38撃

(注1)「 直接 投資」 とは地 方芸術 委員会 を介 さず に、ACGBが 各芸術 団体 を直接 助成す る もの。

(注2>Lincolnshire&HumbersideArtS及 びMerceysideArtsは1991年10月 に廃止 。

(注3)「 地 方委員会 へ の配 分」小 計(£37,031,188)Vこ は 「基本予算 」 「改革 コス ト」 以外 の

「その他」(£26.000)を 含 む。

(注4>イ ング ラン ド合計 額は地 方芸術評 議会 の支 出全額 にNationalCompanyへ の支 出分が ふ くまれてい る。

(注5)ス コ ッ トラ ン ド及 び ウェールズ の 「一人 当た り芸術予算 配分」 は1990年 人 ロデー タか ら独 自に推計 した。

(資料)ArしsCouncil。fGreatBritain[2r}よ り作 成

表2NAB予 算(1992/93年 度 単位 £)

財源分類 歳入金額 対象分野 歳出金額

BrithishFilmInstitute 421,991 実演芸術 1,884,100

CraftsCounci1 55,000 視覚芸術 718,850

ACGB 5,105,000 出版及び放送 955,050

地方自治体 713,108 企画 ・開発 1,458,550

企業からの寄付など 22,000 総務 ・広報 1,240,850

利子 40,000 次年度への

前年度からの繰越金 40,000 繰越金 139,599

歳入合計 6,397,099 歳出合計 6,397,599

(資 料)NorthernArts[20]よ り作 成
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